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東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
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の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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…
…（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
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○
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
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行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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活
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ス
ポ
ー
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民
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推
進
部
都
民
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全
課
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○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
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環
境
に
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す
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す
る
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総
務
課
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○
東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
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…（
福
祉
保
健
局
総
務
部
総
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す
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祉
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部
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健
政
策
課
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○
東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、

財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
高
齢
社
会
対
策
部
施
設
支
援
課
）…
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○
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
計
画
課
）…
�

○
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
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改
正

す
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○
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
保
育
支
援
課
）…
�

○
精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
地
域
生
活
支
援
課
）…
	

○
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
施
設
サ
ー
ビ
ス
支
援
課
）…
	

○
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の

報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
精
神
保
健
医
療
課
）…
�


○
東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�


○
東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、

財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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業
労
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商
工
部
創
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支
援
課
）…
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規

則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
若
し
く
は
法
附
則
第
六
十
四
条
」
を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
（
丁
）
そ
の
一
()表
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
五
号
様
式
（
丁
）
そ
の
一
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱

地
方
税
統
一
二
次
元
コ

店ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
号
様
式
（
丁
）
そ
の
二
()表
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
五
号
様
式
（
丁
）
そ
の
二
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱

地
方
税
統
一
二
次
元
コ

店ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
甲
）
()表
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
甲
）
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東
京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー

ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
乙
）
()表
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
乙
）
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー

ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
丙
）
()表
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
丙
）
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー

ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
（
丁
）
そ
の
一
及
び
第
二
十
三
号
様
式
（
丁
）
そ
の
二
中

「東
京
都
公
金
収
納
取
扱
店

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
営
業
所
及
び
郵
便
局
に
つ
い
て
は
東
京
都
内
並
び
に
関
東
各
県
及
び
山
梨

県
に
所
在
す
る
店
舗
）

」
を

「東
京
都
公
金
収
納
取
扱
店

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
営
業
所
及
び
郵
便
局
に
つ
い
て
は
東
京
都
内
並
び
に
関
東
各
県
及

び
山
梨
県
に
所
在
す
る
店
舗
）

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
乙
）
()表
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
乙
）
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー

ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
丙
）
()表
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。
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別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
丙
）
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー

ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
そ
の
一
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー
ド

対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
そ
の
二
備
考
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
四
十
号
様
式
（
甲
）
()表
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店
」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー
ド

対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

別
記
第
百
三
号
様
式
()裏
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー
ド
対
応
金

融
機
関

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
百
十
三
号
様
式
（
乙
）
()表
備
考
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

２
日
本
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
営
機
構
が
運
営
す
る
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
都
税
に
係
る
徴
収
金
を
収
納
で
き
る
納
付
書
に
あ
つ
て
は
、
同
機
構
が
定
め

る
Pay-easy（

ペ
イ
ジ
ー
）
マ
ー
ク
を
付
し
、
Pay-easy（

ペ
イ
ジ
ー
）
に
対
応
し
て
い
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
又
は
モ
バ
イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
金
融
機
関

と
の
取
引
）
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現
金
自
動
預
払
機
）
等
を
利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
記

載
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
第
百
四
十
一
号
様
式
（
甲
）
そ
の
一
()表
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収

地
方
税
統
一
二

納
取
扱
店

次
元
コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
、
同
様
式
()表
備
考
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
百
四
十
一
号
様
式
（
甲
）
そ
の
二
()表
中
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収

地
方
税
統
一
二

納
取
扱
店

次
元
コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
、
同
様
式
()表
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
地
方
税
法
施
行
規
則
第
２４条

の
４３第

１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
特
定
徴
収
金

（
同
規
則
第
２４条

の
４２第

１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
を
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る

記
載
を
加
え
る
こ
と
。

別
記
第
百
四
十
一
号
様
式
（
乙
）
()表
及
び
第
百
四
十
一
号
様
式
（
丙
）
()表
中
「東

京
都
公
金
収
納
取

扱
店

」
を
「東

京
都
公
金
収
納
取
扱
店

地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー
ド
対
応
金
融
機
関

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

六
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
七
号
。
次
項
に
お
い
て
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
中
小
事
業

者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
小
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
取
得
（
同
条
に
規
定
す
る
取
得
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を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
同
条
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
構
築
物
（
中
小
事

業
者
等
が
、
同
条
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
取
引
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
リ
ー
ス
取
引
」
と
い

う
。
）
に
係
る
契
約
に
よ
り
家
屋
及
び
構
築
物
を
引
き
渡
し
て
使
用
さ
せ
る
事
業
を
行
う
者
が
適
用

期
間
内
に
取
得
を
し
た
同
条
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
家
屋
及
び
構
築
物
を
、
適
用
期

間
内
に
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
家
屋
及
び
構
築
物
を
含
む
。
）

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

旧
規
則
第
十
六
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
一
条
第
四
号

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
等
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
中
小
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
取
得
（
同
条
に
規
定
す
る
取
得
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
同
条
に
規
定
す
る
特
例
対
象
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
例
対
象
資
産
」
と
い
う
。
）
（
中
小
事
業
者
等
が
、
同
条
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
取
引
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
リ
ー
ス
取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
契
約
に
よ
り
特
例
対
象
資
産
を
引
き
渡
し
て

使
用
さ
せ
る
事
業
を
行
う
者
が
適
用
期
間
内
に
取
得
を
し
た
同
条
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当

す
る
特
例
対
象
資
産
を
、
適
用
期
間
内
に
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
引
渡
し
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当

該
特
例
対
象
資
産
を
含
む
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
八
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
福
祉
局
長
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
長
」
を
「
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支

援
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
九
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都
規
則
第
三

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
十
三
第
一
号
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
規
則
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

規
則
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
十
四
第
一
項
の
表
一
の
項
ア
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調

達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
に
、
「
附
則
第
十
二
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
、
「
附
則
第
十
一
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に

改
め
る
。

第
四
条
の
二
十
一
の
八
第
三
項
第
二
号
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調

達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
十
四
第
三
項
第
一
号
ウ
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第

五
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
六
中
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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第
十
三
条
の
七
第
二
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
中
「
第
百
四
十
七
条
第
一
号
」
を
「
第
百
五
十
一
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
東
京
都
一
種
公
害
防
止
管
理
者
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法

律
」
を
「
省
エ
ネ
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
号

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

東
京
都
障
害
者
へ
の
理
解
促
進
及
び
差
別
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三

十
年
東
京
都
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
」
を
「
福
祉
局
障
害
者
施
策
推
進
部
」
に
改

め
る
。

（
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
東
京
都
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
東
京
都
福
祉
局
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「東

京
都
福
祉
保
健
局
長

」
を
「東

京
都
福
祉
局
長

」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

東
京
都
障
害
者
支
援
施
設
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
東
京
都
規
則
第
四

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
中
「
東
京
都
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
東
京
都
福
祉
局
長
」
に
改
め

る
。

（
東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

東
京
都
立
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
東
京
都
規
則
第
百
八
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
福
祉
局
長
」
に
改
め
る
。

（
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
東
京
都
福
祉
保
健
局
内
」
を
「
東
京
都
保
健
医
療
局
内
」
に
改
め

る
。

（
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則

第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
()裏
及
び
第
二
十
三
号
様
式
()裏
中
「東

京
都
福
祉
保
健
局
保
健
政
策
部

」
を

「東
京
都
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部

」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
食
品
安
全
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

東
京
都
食
品
安
全
審
議
会
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

（
東
京
都
食
品
安
全
情
報
評
価
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

東
京
都
食
品
安
全
情
報
評
価
委
員
会
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

（
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
十
一
条
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

（
保
健
所
使
用
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

保
健
所
使
用
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
並
び
に
別
表
一
の
部
試
験
検
査
料
の
款
免
疫
学
的
検
査
の
項
及
び
微
生
物
学
的
検

査
の
項
中
「
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
保
健
医
療
局
長
」
に
改
め
る
。

く
う

（
東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

く
う

第
十
一
条

東
京
都
立
心
身
障
害
者
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規

則
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
保
健
医
療
局
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「東

京
都
福
祉
保
健
局
長

」
を
「東
京
都
保
健
医
療
局

長

」
に
改
め
る
。

（
東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

東
京
都
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
百
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
保
健
医
療
局
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「東

京
都
福
祉
保
健
局
長

」
を
「東

京
都

保
健
医
療
局
長

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り

改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
保
健
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
イ
中
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
、
「
第
六
項
」
を
「
第
八
項
」
に
、

「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を

「
第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
及
び
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
法
第
十
三
条
第

七
項
」
を
削
り
、
同
号
ハ
か
ら
カ
ま
で
の
規
定
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一

項
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
（
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
、
法
第
二
十
三
条
（
法
第
二

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
四
十
四
条
の
七
第
九
項
」
を
「
に
お
い
て
、
法

第
四
十
四
条
の
十
一
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
タ
か
ら
ツ
ま
で
の
規
定
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第

四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ネ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」

に
、
「
協
議
会
の
」
を
「
感
染
症
診
査
協
議
会
の
」
に
、
「
協
議
会
へ
」
を
「
同
協
議
会
へ
」
に
改
め
、

同
号
ナ
か
ら
ム
ま
で
の
規
定
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
及
び
法
第
四
十
四
条

の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」
を
削
り
、
同
号
ウ
及
び
ヰ
中
「
第
七
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
及
び
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
法
第
二
十
六
条
」

を
削
り
、
「
協
議
会
」
を
「
感
染
症
診
査
協
議
会
」
に
改
め
、
同
号
ノ
か
ら
ヤ
ま
で
の
規
定
中
「
第
七

条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
及
び
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
法
第

二
十
六
条
」
を
削
り
、
同
号
マ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同

号
ケ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
、
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
、

法
第
二
十
六
条
」
を
「
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
号
フ
及
び
コ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四

条
の
三
の
二
第
六
項
に
お
い
て
、
法
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
準
用
す
る
場
合
及
び
」
を

「
及
び
法
第
五
十
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
エ
か
ら
ヒ
ま
で

の
規
定
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
モ
中
「
協
議
会
」
を

「
感
染
症
診
査
協
議
会
」
に
改
め
、
同
号
中
そ
を
ら
と
し
、
を
か
ら
れ
ま
で
を
た
か
ら
な
ま
で
と
し
、

同
号
る
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
る
を
よ
と
し
、
ぬ

を
か
と
し
、
り
を
わ
と
し
、
ち
を
ぬ
と
し
、
ぬ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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法
第
五
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
又
は
病
原
体
の
全
部
又
は
一
部
の
受
領

を

法
第
五
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

第
一
条
第
三
号
中
と
を
り
と
し
、
い
か
ら
へ
ま
で
を
は
か
ら
ち
ま
で
と
し
、
同
号
ン
中
「
第
四
十
四

条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ン
を
ろ
と
し
、
同
号
ス
中

「
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ス
を
い
と
し
、

セ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ス

法
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
体
又
は
病
原
体
の
全
部
又
は
一
部
の
受

領
ン

法
第
四
十
四
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、
財
務
及

び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号

東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運

営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、
財
務
及

び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
」
を
「
地
方

独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
注
解
（
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
二

百
二
十
一
号
）
第
二
章
第
七
節
に
規
定
す
る
純
資
産
変
動
計
算
書
、
同
章
第
八
節
に
規
定
す
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
及
び
同
章
第
十
節
に
規
定
す
る
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
人
の
目
的
及
び
業
務
内
容

二

都
の
政
策
に
お
け
る
法
人
の
位
置
付
け
及
び
役
割

三

中
期
目
標
の
概
要

四

理
事
長
の
理
念
並
び
に
運
営
上
の
方
針
及
び
戦
略

五

中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
の
概
要

六

適
正
な
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
提
供
す
る
た
め
の
源
泉

七

業
務
運
営
上
の
課
題
及
び
リ
ス
ク
の
状
況
並
び
に
対
応
策

八

業
績
の
適
正
な
評
価
に
資
す
る
情
報

九

業
務
の
成
果
及
び
当
該
業
務
に
要
し
た
資
源

十

予
算
及
び
決
算
の
概
要

十
一

財
務
諸
表
の
要
約

十
二

財
政
状
態
、
運
営
状
況
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
理
事
長
に
よ
る
説
明

十
三

内
部
統
制
の
運
用
状
況

十
四

法
人
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

第
十
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
二
号
の
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
内
容
と

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
決
算
報
告
書
の
内
容
又
は
会
計
監
査
人
が
監
査
の
過
程
で
得
た
知
識
と
の
間
の
重
要

な
相
違
等
に
つ
い
て
、
報
告
す
べ
き
事
項
の
有
無
及
び
当
該
事
項
が
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容

第
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
正
当

な
理
由
に
よ
る
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ

ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
及
び
会
計
監
査
報
告
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
及
び
会
計
監
査
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報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
四
十
万
八
千
円
」
を
「
四
十
八
万
八
千
円
」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
の
九
様
式
中
「重

症
患
者
の
認
定
を
申
請
す
る

」
を
「人

工
呼
吸
器
等
を
装
着
し
て

い
る

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
の
二
の
二
様
式
、
第
十
五
号
の
二
の
四
様
式
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様

式
、
第
二
十
二
号
様
式
、
第
二
十
三
号
の
三
様
式
、
第
二
十
三
号
の
四
様
式
、
第
二
十
九
号
の
五
様
式

及
び
第
二
十
九
号
の
六
様
式
中
「、

教
育
及
び
懲
戒

」
を
「及

び
教
育

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
別
記
第
十
一
号
の

九
様
式
、
第
十
五
号
の
二
の
二
様
式
、
第
十
五
号
の
二
の
四
様
式
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の

二
様
式
、
第
二
十
二
号
様
式
、
第
二
十
三
号
の
三
様
式
、
第
二
十
三
号
の
四
様
式
、
第
二
十
九
号
の

五
様
式
及
び
第
二
十
九
号
の
六
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
四
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
乳
児
四
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
に
係
る
」
を
削
り
、
「
看
護
師
」
の
下
に

「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る

知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て

当
該
保
育
所
の
保
育
士
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
二
項
を
附
則
第
十
四
項
と
し
、
附
則
第
十
一
項
中
「
前
二
項
」
を
「
附
則
第
九
項
か
ら
第

十
一
項
ま
で
」
に
、
「
又
は
知
事
」
を
「
、
知
事
」
に
、
「
者
を
も
っ
て
」
を
「
者
又
は
看
護
師
等
を

も
っ
て
」
に
、
「
並
び
に
知
事
」
を
「
、
知
事
」
に
、
「
者
の
」
を
「
者
並
び
に
看
護
師
等
の
」
に
改

め
、
同
項
を
附
則
第
十
三
項
と
し
、
附
則
第
十
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

１１

第
四
条
第
二
号
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
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該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
又
は
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い

う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
満
一
歳
未
満
の
園
児
の
数
が
四

人
未
満
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す

る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
同
号
に
定
め
る
者
に

よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
看
護
師
等
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程

に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号

精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

精
神
障
害
者
社
会
適
応
訓
練
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十

四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
七
号

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童

発
達
支
援
事
業
所
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な

い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育

に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
五
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又

は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
入
所
し
て

い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支

援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
入
所
し
て
い

る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援

に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
本
文
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保

育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て

い
る
児
童
と
指
定
医
療
型
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
入
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、

障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
八
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
任
意
入
院
者
の
症
状

等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
様
式
中
「第

４項
入
院
」
、

」
を
「第

３項
入
院
」
、

」
に
、
「第
３３条

第
３項
・
第
４項

」
を

「第
３３条

第
２項
・
第
３項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
の
規
定
に
よ
る
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
九
号

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
の
部
四
の
款
４
の
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
⑵
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

⑶

遺
伝
子
検
査
（
核
酸
多
項
目
同
時
検
出
）

ア

呼
吸
器
疾
患
起
因
ウ
イ
ル
ス

一

件

一
万
八
百
円

イ

胃
腸
炎
起
因
ウ
イ
ル
ス

一

件

二
万
五
千
七
百
八
十
円

ウ

髄
膜
炎
・
脳
炎
起
因
ウ
イ
ル
ス

一

件

三
万
一
千
六
十
円

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、
財
務

及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
六
十
号

東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務

運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、
財
務

及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
に
定
め
る
」
の
下
に
「
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
、
純
資
産
変
動
計
算
書
及
び
」
を
加
え
、

「
及
び
行
政
サ
ー
ビ
ス
実
施
コ
ス
ト
計
算
書
」
を
削
り
、
「
連
結
損
益
計
算
書
」
の
下
に
「
、
連
結
純

資
産
変
動
計
算
書
」
を
加
え
、
「
、
連
結
剰
余
金
計
算
書
」
を
削
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
人
の
目
的
及
び
業
務
内
容

二

都
の
政
策
に
お
け
る
法
人
の
位
置
付
け
及
び
役
割

三

中
期
目
標
の
概
要

四

理
事
長
の
理
念
並
び
に
運
営
上
の
方
針
及
び
戦
略
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五

中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
の
概
要

六

適
正
な
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
提
供
す
る
た
め
の
源
泉

七

業
務
運
営
上
の
課
題
及
び
リ
ス
ク
の
状
況
並
び
に
対
応
策

八

業
績
の
適
正
な
評
価
に
資
す
る
情
報

九

業
務
の
成
果
及
び
当
該
業
務
に
要
し
た
資
源

十

予
算
及
び
決
算
の
概
要

十
一

財
務
諸
表
の
要
約

十
二

財
政
状
態
、
運
営
状
況
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
理
事
長
に
よ
る
説
明

十
三

内
部
統
制
の
運
用
状
況

十
四

法
人
に
関
す
る
基
礎
的
な
情
報

第
十
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と

し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
二
号
の
意
見
が
あ
る
場
合
は
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
内
容
と

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
決
算
報
告
書
の
内
容
又
は
会
計
監
査
人
が
監
査
の
過
程
で
得
た
知
識
と
の
間
の
重
要

な
相
違
等
に
つ
い
て
、
報
告
す
べ
き
事
項
の
有
無
及
び
当
該
事
項
が
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容

第
十
一
条
の
二
第
三
項
中
「
前
項
第
四
号
」
を
「
前
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
正
当

な
理
由
に
よ
る
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
が
設
立
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究

セ
ン
タ
ー
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
及
び
会
計
監
査
報
告

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
及
び
会
計
監

査
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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